
かかりつけ医機能報告制度の協議の場について 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 1 2 日  

備北地域医療構想調整会議  

 

１ 要旨 

  医療法第 30 条の 18 の５第１項に基づくかかりつけ医機能報告制度の協議の場につい

て、備北圏域では、備北地域医療構想調整会議（以下「調整会議」という。）で行うこと

とする。 

 

２ 現状・背景 

  かかりつけ医機能報告制度では、県はとりまとめた報告結果を公表するとともに、外

来医療に関する地域の協議の場へ報告し、医療機関等の関係者が地域で必要な「かかり

つけ医機能」を確保するための具体的な方策を検討し、その結果を公表することとされ

ている。 

 

３ 概要 

 (1) 協議の場の設定にあたっての考え方 

   「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン」（令和７年６月厚生労働省策定）

を踏まえ、当圏域では、保健所、市町村、医療関係者、介護関係者、保険者等の他、病

院・診療所関係者、歯科医療関係者、薬剤師関係者、看護関係者等が幅広く参加して

いる調整会議において協議する。 

 【参考】かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン P.24 抜粋 

 
 (2) 協議内容 

  ○ 地域におけるかかりつけ医機能の確保状況及び課題等の把握 

  ○ 地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策等の検討 等 
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